
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 

5 月 20 日 

Ｎ０.７27 

全国一般大阪地方労働組合 
大阪市東成区中道３－２－３４ 
ＴＥＬ ０６－６９７７－９３８１ 
ＦＡＸ ０６－６９７７－９３８２ 
発  行  人  福 島 憲 一 

編  集  人  道 脇   清 

春
闘
を
取
り
巻
く
情
勢
で
は
、
コ
ロ
ナ
第
四
派
緊
急
事

態
宣
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
東
京
や
大
阪
な
ど
５

月
11
日
ま
で
が
さ
ら
に
５
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
、
政
府
方
針
が
転
換
さ
れ
３
県
（
北
海
道
、
岡
山
、

広
島
）
が
新
た
に
緊
急
事
態
宣
言
、
２
県
に
蔓
延
防
止
重

点
措
置
が
出
さ
れ
る
な
ど
多
く
の
地
域
で
厳
し
い
状
況

が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
政
府
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
感
染
対
策
に
と
り
く

み
、
市
民
の
安
全
、
安
心
の
施
策
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
間
の
政
府
の
後
手
後
手
の
方
針
が
優
柔
不
断
で
根

拠
が
弱
く
、
そ
れ
が
自
明
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と

も
い
え
る
。
大
阪
に
お
い
て
も
、
府
知
事
が
第
三
波
を

早
々
に
終
了
さ
せ
、
病
床
を
250
か
ら
150
床
へ
減
少
さ
せ

そ
の
後
、
大
幅
な
患
者
数
の
増
大
で
医
療
崩
壊
が
続
い
て

い
る
現
状
が
国
会
で
追
及
さ
れ
、
府
知
事
の
責
任
問
題
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
厳
し
い
景
気
動
向
の
中
で
闘
わ
れ
て
い
る
春
闘

は
、
経
営
側
の
内
部
留
保
（
475
兆
円
・
2019
年
度
）
へ
の

課
税
や
取
り
崩
し
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
昨
年
厳

し
い
結
果
に
な
っ
た
最
低
賃
金
（
最
賃
）
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
政
府
の
財
政
諮
問
会
議
が
今
年
は
３
％
以
上

の
引
き
上
げ
を
提
言
し
て
い
る
。
連
合
も
す
べ
て
の
労
働

者
の
時
給
1000
円
以
上
を
め
ざ
す
と
し
て
い
る
。 

こ
う
し
た
な
か
全
国
一
般
大
阪
は
、
５
月
17
日
、
第

８
回
執
行
委
員
会
を
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
策
・

対
応
な
ど
困
難
な
状
況
の
中
で
の
2021
春
闘
の
と
り
く
み
状

況
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。 

大
手
は
ほ
ぼ
３
月
段
階
で
決
着
の
方
向
で
あ
り
、
中
小
の
闘

い
は
５
月
段
階
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。
５
月
10
日
現
在
の

連
合
回
答
平
均
5347
円
・
1.81
％
（
前
年
比
336
円
・
0.12
㌽
減
）
、

年
間
一
時
金
は
4.7
ヶ
月
（
157
万
8800
円
）、
前
年
は
4.92
ヶ
月
（
158

万
9259
円
）
と
な
っ
て
い
る
。 

全
国
一
般
大
阪
の
春
闘
の
と
り
く
み
は
、
５
月
20
日

現
在
、
40
組
合
・
支
部
要
求
平
均
１
万
889
円
（
3.48
％
：

30

組
合
支
部
）
、
回
答
は

10

組
合
支
部
平
均

3486

円

（
1.09
％
：
８
組
合
・
支
部
）
と
な
っ
て
お
り
、
５
月
段

階
で
追
い
上
げ
の
闘
い
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

全
て
の
組
合
が
要
求
を
組
織
し
、
回
答
引
き
出
し
決
着
に 

 

向 

 

け 

  

団
体 

  

交
渉
を
強
化
し
て
い
く
。
交
渉
で
は
、
消
費
税
増
税
後

の
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
生
活
へ
の
し
わ
寄
せ
が
あ
る
な
か

で
生
活
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
生
活
防
衛
・
向
上

に
向
け
て
賃
金
引
き
上
げ
は
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
大
手
と
中
小
や
正
規
と
非
正
規
労
働
者 

   

   

向
け
団
体
交
渉
を
強
化
し
て
い
く
。
交
渉
で
は
、
消
費

税
増
税
後
の
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
生
活
へ
の
し
わ
寄
せ

が
継
続
さ
れ
て
い
る
中
で
、
生
活
基
盤
を
確
立
す
る
た

め
に
は
生
活
防
衛
・
向
上
に
向
け
て
賃
金
引
き
上
げ
は

重
要
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
手
と
中
小
や
正
規
と

非
正
規
労
働
者
の
格
差
是
正
・
縮
小
と
処
遇
改
善
の
課

題
も
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
問
題
対
策
と
あ
わ
せ
た
と
り

く
み
が
重
要
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
一
般
大
阪
、
地
協
、

単
組
・
支
部
が
連
携
を
深
め
て
対
応
す
る
こ
と
が
重
要

と
な
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
執
行
部
を
中
心
に
毎
年
恒

例
（
昨
年
は
中
止
）
の
春
闘
職
場
オ
ル
グ
行
動
を
展
開

（
４
月
19
～
23
日
）
し
、
19
職
場
の
と
り
く
み
の
現

状
と
課
題
を
把
握
し
て
き
た
（
コ
ロ
ナ
禍
で
直
前
の
訪

問
キ
ャ
ン
セ
ル
増
）。 

 
 

２
０
２
１
春
闘
終
盤
の
闘
い
！ 

職
場
オ
ル
グ
活
動
を
展
開
、
格
差
・
縮
小
を
図
ろ
う
！ 

 
 

次
に
組
織
強
化
・
拡
大
の
課
題
で
は
、
昨
年
１

年
間
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
前
年
に
引
き
続
き
200

件
を
超
え
る
労
働
相
談
に
対
応
し
て
い
る
。 

 

相
談
内
容
は
、
解
雇
・
雇
止
め
、
不
払
い
残
業
、

雇
用
調
整
助
成
金
（
持
続
化
給
付
金
含
む
）
活
用

な
ど
が
あ
り
、
組
織
化
相
談
も
数
件
あ
り
と
り
く

み
を
進
め
て
い
る
。 

 

ま
た
、
地
裁
・
労
働
委
員
会
の
闘
い
は
、
サ
ン

プ
ラ
ザ
労
組
は
府
労
委
命
令
不
履
行
問
題
で
地
裁

の
判
断
待
ち
、
内
藤
証
券
労
組
は
不
払
い
残
業
問

題
の
和
解
弁
論
が
大
詰
め
を
迎
え
て
い
る
。
一
方

で
ユ
ニ
オ
ン
各
支
部
の
と
り
く
み
は
、
マ
テ
ロ
ッ

ク
ス
支
部
は
地
裁
弁
論
和
解
、
府
労
委
勝
利
命
令

が
出
さ
れ
、
ホ
ロ
ニ
ク
ス
グ
ル
ー
プ
支
部
（
医
誠

会
病
院
）
解
雇
撤
回
・
仮
処
分
勝
利
命
令
後
の
本

訴
弁
論
、
医
誠
会
病
院
に
よ
る
ビ
ラ
配
布
へ
の
損

害
賠
償
弁
論
、
シ
ー
ク
ス
支
部
と
Ｅ
Ｑ
Ｗ
Ｅ
Ｌ
支

部
の
労
働
審
判
勝
利
後
の
本
訴
弁
論
、
ま
た
新
た

に
都
島
自
動
車
学
校
支
部
が
不
当
労
働
行
為
救
済

申
立
を
行
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
粘
り
強
い
闘
い
へ
各
単
組
・
支
部
や

全
国
一
般
評
議
会
、
自
治
労
大
阪
府
本
部
な
ど
の

物
販
な
ど
激
励
、
支
援
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
お
、
ホ
ロ
ニ
ク
ス
グ
ル
ー
プ
支
部
・
解
雇
撤

回
仮
処
分
勝
利
、
マ
テ
ロ
ッ
ク
ス
支
部
・
不
当
労

働
行
為
救
済
申
立
勝
利
命
令
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
下
段
に
て
報
告
す
る
。 

 

2021

春
闘
は
、 

回
答
引
き
出 

し
、
決
着
に 

向
け
て
奮
闘 

し
て
い
る
。 

各
職
場
の
意 

思
統
一
を
深 

め
粘
り
強
く 

交
渉
を
行
い 

決
着
を
は
か 

ろ
う
。 

 
 

        
 

 

 

マ
テ
ロ
ッ
ク
ス
支
部 

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
勝
利
命
令 

同
族
会
社
内
で
起
こ
っ
た
救
済
申
立
て
の
事
案
で

あ
り
ま
す
。
2019

年
３
月
30
日
を
も
っ
て
、
解
雇
通
告

を
受
け
た
１
名
の
労
働
者
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
解
雇

通
告
を
受
け
た
男
性(

支
部
長)

の
奥
様(

書
記
長)

が

３
月
末
日
を
も
っ
て
、
取
締
役
解
任
、
４
月
か
ら
は
、

出
社
不
要
の
社
外
取
締
役
で
あ
り
、
役
員
報
酬
な
し

と
い
う
、
事
実
上
の
２
名
解
雇
に
始
ま
っ
た
申
立
て

で
す
。
ユ
ニ
オ
ン
お
お
さ
か
（
本
部
）
は
、
団
交
に

て
２
名
の
解
雇
撤
回
を
求
め
協
議
を
進
め
よ
う
と
し

た
が
、
書
記
長
が
取
締
役
で
あ
っ
た
た
め
会
社
は
、

書
記
長
の
話
を
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
即
座
に
団
交
を

打
ち
切
り
ま
す
、
応
じ
る
義
務
は
な
い
と
し
て
、
再

三
の
組
合
要
求
に
対
し
会
社
は
団
交
に
応
じ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
３
月
１

日
に
『
社
外
取
締
役
へ
の
変
更
予
告
通
知
』
と
記
載

さ
れ
た
も
の
を
書
記
長
に
手
交
し
て
お
り
、
そ
の
中

に
『
３
月
29
日
ま
で
は
フ
ラ
イ
ス
加
工
と
Ｔ
ｉ
ｃ
後

研
削
の
責
務
を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
く
だ
さ
い
。
フ

ラ
イ
ス
加
工
品
と
Ｔ
ｉ
ｃ
後
研
削
品
が
あ
る
と
き
は

納
期
が
あ
っ
て
も
放
置
せ
ず
、
す
ぐ
に
取
り
掛
か
る

様
に
し
て
く
だ
さ
い
。
万
一
、
フ
ラ
イ
ス
加
工
と
Ｔ

ｉ
ｃ
後
研
削
品
が
あ
る
の
に
放
置
し
て
い
る
場
合

は
、
発
見
次
第
放
置
し
た
時
間
分
減
給
し
ま
す
。
社

員
の
藤
井
が
代
わ
り
に
加
工
し
て
も
同
様
に
減
給
し

ま
す
。』
と
記
載
し
て
い
ま
し
た
。
ん
？
と
皆
さ
ん
思

わ
れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
取
締
役
で
あ
っ
て
役
員

報
酬
で
あ
る
は
ず
な
の
に
放
置
し
た
時
間
分
減
給
？

そ
う
な
ん
で
す
。
会
社
は
、
口
で
は
取
締
役
だ
か
ら

と
言
っ
て
ま
す
が
、
扱
い
は
労
働
者
で
あ
る
た
め
給

与
の
減
給
を
伝
え
て
き
て
い
た
ん
で
す
。
確
か
に
、

全
て
に
お
い
て
実
態
を
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け

で
闘
う
の
は
、
少
し
不
安
が
あ
り
、
勝
っ
た
と
し
て

も
労
組
法
上
の
労
働
者
と
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ

り
、
同
時
進
行
の
裁
判
で
い
か
せ
る
よ
う
な
争
点
の

ま
と
め
を
書
い
て
も
ら
え
る
か
も
不
安
で
し
た
。 

し
か
し
、
武
村
法
律
事
務
所
と
相
談
の
上
、
救
済

申
し
立
て
を
す
る
事
と
な
り
、
晴
れ
て
今
年
の
５
月

10
日
、
労
働
者
性
を
認
め
団
交
拒
否
・
組
合
弱
体
化

に
よ
る
支
配
介
入
の
救
済
命
令
が
出
ま
し
た
。 

こ
れ
も
、
単
組
・
支
部
、
武
村
法
律
事
務
所
の
温

か
い
支
援
・
当
該
の
頑
張
り
に
よ
っ
て
、
勝
ち
取
れ

た
救
済
命
令
だ
と
思
い
ま
す
。
全
て
の
法
律
は
、
実

態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
？
を
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ま

で
通
り
、
労
働
者
さ
ん
の
言
う
事
に
耳
を
傾
け
共
に
闘

え
る
よ
う
進
め
て
い
き
ま
す
。
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

＊
ホ
ロ
ニ
ク
ス
解
雇
撤
回
、Ｍ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ（
３
・
13
）

放
映
！
全
国
一
般
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
ら
れ
ま
す
。 

 

 

 

参議院議員候補 

自治労本部 鬼木誠書記長 
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春
闘
は
、 

回
答
引
き
出 

し
、
決
着
に 

向
け
て
奮
闘 

し
て
い
る
。 

各
職
場
の
意 

思
統
一
を
深 
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粘
り
強
く 

交
渉
を
行
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決
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を
は
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ろ
う
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当面のスケジュール     
【2021.5】 

21(金)13:00 ＥＱＷＥＬ支部弁打合せ   弁護士事務所 

   18:30 前川労組団交    本社 

   18:30 サンプラザ労組団交   本社 

   18:30 青年女性部幹事会   全国一般大阪事務所 

22(土)09:30 全国一般評議会四役会議・幹事会  滋賀彦根ｷｬｯｽﾙﾘｿﾞｰﾄ 

   13:00 全国一般評議会オルグ養成研修会ＷＥＢ  滋賀彦根ｷｬｯｽﾙﾘｿﾞｰﾄ 

24(月)18:00 ホロニクス本訴弁打合せ   弁護士事務所 

25(火)18:30 内藤証券労組団交ＷＥＢ   全国一般大阪事務所 

18:30 北大阪地域協議会   全国一般大阪事務所 

26(水)16:00 連合大阪市内協幹事会   エルおおさか 

27(木)18:30 東南地域協議会・中止   サンビー労組 

27～28 13:00 自治労第 160回中央委員会ＷＥＢ  自治労会館 

28(金)18:30 第 2回単組代表者会議   全国一般大阪事務所 

29(土)15:00 第 77回中小労働運動セミナー  全国一般大阪事務所 

   18:00 ユニオンおおさか執行委員会  全国一般大阪事務所 

【2021.6】 

02(水)16:00 府本部第 142回中央委員会ＷＥＢ  エルシアター 

04(金)18:00 マテロックス弁打合せＷＥＢ  全国一般大阪事務所

07(月)18:30 全国一般大阪第 4回五役会議  全国一般大阪事務所 

08(火)18:30 府本部-全国一般大阪共闘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全国一般大阪事務所 

8(火)～9(水) 連合大阪労働相談（10～19時）  連合大阪 

11(金)13:30 全国一般評議会四役会議   自治労本部 

15:00 阪南地域協議会    サンスクエア堺 

   18:00  委託連合執行委員会   大野コミュニティ 

12(土)18:00 ユニオンおおさか学習会   全国一般大阪事務所 

16(水)18:00 大阪労働者弁護団学習会「不当労働行為」ＷＥＢ 

17(木)18:30 条例成立後の大阪府・市政を考える集会 エルおおさか 

18(金)18:30 青年女性部幹事会   全国一般大阪事務所 

19(土)13:00 原発・核燃からの撤退を！集会  住まい情報センター 

21(月)18:30 第 9回執行委員会   全国一般大阪事務所 

 
 

 

地裁・労働委員会日程 

◇サンプラザ労組 

・12号異議申立・府労委地裁へ通知、地裁判断中 

◇内藤証券労組 

  ・未払い残業代請求提訴  2019/2/1 

  ・未払い残業代弁論和解    2021/4/23(次回 5/27) 

 ◇マテロックス支部 

 ・解雇撤回地位確認訴訟（堺支部） 2019/7/4 

 ・府労委不当労働行為救済申立 2019/9/2 

 ・地裁弁論和解    2021/4/15（次回 6/21） 

・府労委勝利命令      2021/5/10  

◇ホロニクスグループ支部 

 ・解雇撤回仮処分申立  2020/9 

 ・勝利決定       2021/2/15 

 ・本訴申立      2021/3/18 

・第 2回弁論    2021/5/14(次回 6/29) 

◇ホロニクス・医誠会病院提訴 

 ・損害賠償請求提訴   2020/12/25 

 ・損害賠償弁論    2021/5/18（次回 7/8） 

◇シークス支部 

 ・解雇撤回労働審判申立  2019/5/14 

 ・勝利審判    2019/9/2 

 ・会社異議申立提訴   2019/9 

 ・本訴弁論      2021/4/9（次回 7/2証人調） 

 ◇ＥＱＷＥＬ支部 

  ・解雇撤回労度審判申立  2020/9/6 

  ・審判期日・勝利    2021/1/12 

・異議申立・本訴     2021/4/23WEB（次回 6/15） 

 ◇都島自動車学校支部 

  ・府労委不当労働行為救済申立 2021/5/12 

  ・第 1回調査   2021/6/7 

全国一般運動とメーデーの歴史 
(大阪労弁・ララ通信原稿より) 

全国一般大阪地方労働組合（全国一般大阪）は、1960 年の結成
以来、労働相談、組織相談を展開してきました。特に昨年からの
コロナ禍の中では、相談件数も増加（年間200 件以上）し、解雇・
人減らし合理化や組合潰し、パワハラ・嫌がらせなどに対応し、
委託清掃労働者などの組織化を実現してきました。しかし、組織
化すると経営側による不当な攻撃（組合潰しなどの不当労働行為）
が散見されます。職場段階においても地裁・労働委員会闘争が重
要な課題となる闘い（サンプラザ、内藤証券労組やユニオン各支
部）があります。こうした不当労働行為救済申立、解雇問題など
で闘う仲間への物心両面の支援・連帯強化にとりくむとともに、
引き続く未組織労働者の組織化への継続したとりくみが重要とな
っています。 
全国一般労働組合（全国一般評議会）は1955 年に結成された産

別の労働組合ですが、2006 年1 月、中央段階で自治労と組織統合
しました。その後、地方段階でも2009 年1 月に完全統合し、全国
一般大阪は、自治労大阪府本部の傘下となり、現在に至っていま
す。全国一般大阪は約20 年前から5 月1 日メーデー当日に独自集
会を行い、ここ数年は約200 名の仲間が集結し、大阪城会場周辺
で春闘解決促進集会を開催してきました。自治労大阪府本部及び
府本部公共サービス民間労組評議会（公民評）の仲間もこの春闘
解決促進集会へ参加し、連帯挨拶を行うなど共同行動を展開して
きました。 
私が初めてメーデーに参加したのは1974 年の地域メーデー（三

島郡島本町）でした。当時は、式典（各単組の春闘などのとりく
み報告他）後に、デモ行進があり盛り上がっていました。その後、
大阪城公園メーデーに参加することになり、数万人の仲間の参加
とともに、会場周辺の屋台の焼き鳥やビールに舌鼓をうちました。
また、当時のデモ行進はフランスデモやジグザグデモなどが行わ
れるなど非常に活気がありました。 
メーデー大会の歴史は米国・シカゴでの勇敢な労働者の闘いな

ど全世界の労働者が一大示威行動日とすることを決議・要求し、
1889 年5 月1 日に第１回メーデーが全世界でとりくまれたのが
始まりです。日本では1920 年に東京・上野で5000人以上が集結し
て、治安維持法第17 条の撤廃、失業の防止、最低賃金法の制定な
どの要求を掲げてとりくんだのが最初です。大阪では第1 回のメ
ーデーが1921 年に開かれ今年で100 年の節目となります（なお、
大阪は92 回目ですが治安維 
持法の下でメーデーは禁止 
され敗戦後、再び開催）。 
こうした歴史の中でのメ 

ーデーは、昨年と今年は、 
コロナ禍の中で組合員全員 
参加対象となっていません 
が、今後もメーデー大会に 
結集し、労働者の団結強化 
をめざしたいと思います。 

 

【法律相談コーナー】   

弁護士 平方かおる 
 今回は戸籍にまつわるエピソードその１です。名前は全部仮名です。 
もう 20年ほど前の話です。大阪市に住む浪速町子さん（当時 82歳)は、一

人暮らしでした。夫に先立たれ、子どもはいません。両親もすでに亡くなっ
ており、身内といえば姪の京子さん（当時 35歳）だけでした。でも両親が遺
してくれた家もありますし、貯金もそこそこありますので、生活の心配はあ
りません。歳のせいか病院通いが増えましたが、週に 1 回は近所の集会所で
ピアノを習ったり、近所に住む京子さんとお茶を飲んだりおしゃべりをした
り、毎日楽しく暮らしています。自分が亡くなった後は、親切にしてくれる
京子さんに財産を遺してあげようと考えています。 
 ある日、テレビで、一人暮らしのお年寄りを狙った詐欺について報道され
ていました。町子さんは、「私は大丈夫。しっかりしているから。」と京子さ
んに話していました。 
 ところがある日、役所から町子さん宅に１通の封書が届きました。宛名は、
「浪速健一様」となっていました。「浪速健一」なんて名前の人を、町子さん
は知りません。不思議に思い、役所に電話してみました。すると役所の人は、
「浪速健一さんはあなたの息子さんでしょ。今、そちらには住んでいないん
ですか。」と言うのです。町子さんはびっくり仰天。すぐに弁護士に相談しま
した。 
 弁護士の調査の結果、５年前に町子さんと田村健一という人が養子縁組届
けをし、戸籍上、健一氏は町子さんの息子、浪速健一になっていることが判
明しました。また、この健一氏は、町子さんと縁組する前にも田村宗介さん
というお年寄りと養子縁組していたことがわかりました。町子さんは、弁護
士から、養子縁組届けにサインしたことはないかと問いただされました。町
子さんには覚えがありません。厳しく、しつこく確認してくる弁護士の顔が
鬼のように見えてきて涙がこぼれましたが、「私は本当に誰とも養子縁組など
したことはありません。」と、きっぱり答えました。 
その後、町子さんは、浪速健一氏を有印私文書偽造、同行使、公正証書原

本等不実記載の罪で刑事告訴するとともに、民事では養子縁組無効確認訴訟
を起こしました。弁護士の調査によっても健一氏の居場所はわかりませんで
したので、健一氏宛の訴状は「公示送達」という方法で送ってもらいました。
裁判の日、健一氏は法廷に来ませんでした。被告が裁判を欠席した場合、通
常の裁判では「欠席判決」といって、相手方（原告）が言っている内容を認
めたものとされ、実質的な審理を行わずに被告敗訴の判決が言い渡されます
が、養子縁組無効のような人事訴訟では欠席判決は認められていません。そ
こで、町子さんは出廷し、裁判長の前で養子縁組をしたことはないことを証
言しました。役所に提出されていた養子縁組届出書の署名も、町子さんの筆
跡とは似ても似つかず、何者かが勝手に書いたことが証明されました。その
結果、この養子縁組は無効との判決が出され、戸籍も訂正してもらえました。
万が一町子さんが亡くなってしまったときに、見ず知らずの健一氏に遺産を
横取りされてしまう心配も無くなりました。さて、これは実際にあったエピ
ソードです。「そんなことが本当にできるの？」と疑問の声が聞こえてきそう
ですが、当時は結構耳にする話でした。その後、戸籍法が改正され、このよ
うな不正はかなり防げるようになってはいますが、完全ではありません。自
分の戸籍謄本をきっかけもないのにチェックする人はいないと思いますが、
たまにはチェックしてみるのもいいのかも知れません。 

次回その 2をお楽しみに！ 
 
                      

 

第 2 回単組代表者会議 
日 時 2021年 5月 28 日（金） 

      18時 30分 

場 所 全国一般大阪事務所 

議 題 ・2021 春闘中間総括 

    ・夏季闘争の具体化 

    ・コロナ禍の職場の現状と 

課題 


